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1．開　題

　筆者（久野）は，『経済論集』第25巻・第

1号（1988．6）に発表した前稿《国立銀行『決

算公（広）告』の系譜と課題》において，第

一・ 謗l・第五の各国立銀行および第百十

六・第百三十九。第六十九・第七十一の各国

立銀行について，新聞に公（広）告の財務諸表

の体系を詳細に検討してその問題点を指摘し

ておいた。この論考では，明治七年七月から
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明治十三年八月にいたる間の「東京日々新

聞」に掲載されている多数の国立銀行のr決

算公（広）告』および第一・第十七の両国立銀

行の「半季実際考課状」その他を詳細に検討

し，とくに次掲の諸点に即して問題の所在を

一層鮮明にしたいと思う。

　（1）第一国立銀行のr決算公（広）告』は，

多少の紆余曲折があったが，結局は，「総勘

定」・「貯蓄金勘定」・「損益勘定」のトリオか

らなる「定型」に落ち着いた。それぞれ，

「利益金処分前貸借対照表」・「利益剰余金計



算書」（積立金計算書）・「利益金処分計算書」

である。筆者（久野）は，これら3勘定を「定

型」のトリオと名付けておく。

　（2）新聞に公（広）告された「損益勘定」は，

各国立銀行それぞれにさまざまであったが，

共通した特徴を表した様式が認められる。い

くつかの類型に分けて検討したい。第一国立

銀行の場合のように，「損益勘定」すなわち

丁利益金処分計算書」つまりProfit　and　Loss

AccountのPublished　Formとなるケースは

この時期ではむしろ少なかった。とくに注目

したい。

　（3）第一国立銀行の「定型」のトリオが，

『銀行簿記精法』に例示された「香港上海

銀行」の「身代及ヒ負債ノ抜書」・「損益勘定

書」・「貯蓄金」のトリオに由来することは，

まず間違いなかろう。ともに「損益計算書」

が存在しないことをとくに強調しておく。

　（4）この「香港上海銀行」に由来するこれ

ら「定型」のトリオを継承した銀行はむしろ

少ない。先の「東京日々新聞」にみるかぎ

り，僅かに第四・第十の両国立銀行があるの

みであった。

　（5）「損益勘定」に関するかぎり，この時

期ではProfit　and　Loss　Accountの1）etailed

Fo㎜すなわち「損益計算」・「処分財源調整

計算」・「利益金処分計算」のことごとくを

網羅した「損益および利益金処分結合計算

書」を公（広）告する国立銀行が多かった。国

立銀行や普通銀行が，「利益金処分前貸借対照

表」　とともにProfit　and　Loss　Account

のPublished　Formである「利益金処分計算

書」を公（広）告するようになるのは，だいぶ

後のことであった。

　（6）「定型」のトリオから「貯蓄金（積立

金・貯蓄積立金）勘定」を除き「利益金処分

前貸借対照表」と「利益金処分計算書」を公

（広）告した国立銀行もあった。準「定型」と

もみるべきこのペアーを採用したものまで含

めると，第一国立銀行の「定型」を踏襲した
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国立銀行の数はややふえる。

　この論考では，r第一国立銀行半季実際考

課状綴』，r第四国立銀行半季実際考課状綴』

（以上，私蔵）および九州近代史料刊行会・

『九州近代史料叢書第七輯第十七国立銀行史

料上・半季実際考課状』と，「東京日々新聞」

（国立国会図書館，マイクロフィルム）に所掲の

各国立銀行の『決算公（広）告』を検討する。

　国立銀行の『決算公（広）告』について，新

聞刊行の年月日，国立銀行名および決算回数

を一覧すると，次掲のとおりである。なお，

ゴチック体は，第一国立銀行の「定型」のト

リオおよび準「定型」のペアーを継承した諸

銀行である。

国立銀行・r決算公（広）告』

　　（「東京日々新聞」）

明治七年七月七日

　　　　　二十二日

　　八年一月十七日

　　　　七月十五日

明治九年一月二十日

　　　七月二十二日

明治十年一月二十五日

　　　七月二十四日

　　　　　二十七日

　　　　　二十八日

　　　　　三十一日

明治十一年二月六日

七月十七日

　　十九日

二十二日

二十三日

明治十二年一月十七日

二十一日

第一国立銀行

　　（毎月実際報告）

第一国立銀行（第二回）

第一国立銀行（第三回）

第一国立銀行（第四回）

第一国立銀行（第五回）

第一国立銀行（第六回）

第一国立銀行（第七回）

第四国立銀行（第七回）

第一国立銀行（第八回）

第三国立銀行（第二回）

第一国立銀行（第八回）

第一国立銀行（第九回）・

第二国立銀行（第七回）。

第三国立銀行（第三回）。

第四国立銀行（第八回）・

第＝十国立銀行（第一回）

第三国立銀行（第四回）

第三国立銀行（第四回）・

第二国立銀行（第八回）

第二国立銀行（第八回）

第一国立銀行（第十回）。

第四国立銀行（第九回）

第四十四国立銀行（第

一回）

第七十四国立銀行（第一



二十二日

二十四日

二十五日

二十七日

　二十八日

七月十四日

　　十九日

二十一日

二十二日

二十三日

二十五日

二十六日

二十八日
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回）

第十国立銀行（第四回）・

第九十五国立銀行（第一

回）

第三十国立銀行（第二回）

第二十国立銀行（第三回）

第二国立銀行（第九回）・

第十五国立銀行（第四回）

・第四十四国立銀行（第

一回）・第九十五国立銀

行（第一回）

第一国立銀行（第十一回）

第三国立銀行（第六回）

第六十国立銀行（第二回）

・第四十五国立銀行（第

二回）

第三十五国立銀行（第三

回）・第三十国立銀行（第

三回）・第三国立銀行（第

六回）・第四十五国立銀

行（第二回）・第六十国立

銀行（第二回）

第八十五国立銀行（第一

・二回）・第三十九国立

銀行（第二回）

第百十八国立銀行（第二

回）

第十五国立銀行（第五回）

・第三十三国立銀行（第

三回）

第二国立銀行（第十回）・

第三国立銀行（第六回）・

第二十国立銀行（第四回）

・第二十七国立銀行（？）

・第三十国立銀行（第三

回）・第四十五国立銀行

（第二回）・第六十国立銀

行（第二回）・第百十二国

立銀行（第二回）・第八十

五国立銀行（第一・二回）

第一国立銀行（第十二回）

・第百四国立銀行（第二

回）・第四国立銀行（第十

一回）・第四十一国立銀

行（第二回）・第百三十三

国立銀行（第一回）・第十
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二十九日

三十日

明治十三年一月十七日

十九日

二十二日

五国立銀行（第五回）・第

三十三国立銀行（第三回）

・第四十五国立銀行（第

二回）・第百十八国立銀

行（第二回）・第二十七国

立銀行（？）・第三十国立

銀行（第三回）

第十五国立銀行（第五回）

・第百四国立銀行（第二

回）・第二十国立銀行（第

四回）・第二国立銀行（第

十回）・第八十五国立銀

行（第一・二回）・第百十

二国立銀行（第二回）・第

五十国立銀行（第二回）・

第三十三国立銀行（第三

回）・第百十八国立銀行

（第二回）・第二十七国立

銀行（第三回）

第一国立銀行（第十二回）

・第四国立銀行（第十一

回）。第四十一国立銀行

（第二回）・第百四国立銀

行（第二回）・第二十国立

銀行（第四回）・第二国立

銀行（第十回）・第百十二

国立銀行（第二回）

第八十五国立銀行（第三

回）・第三十国立銀行（第

四回）・第三国立銀行（第

七回）・第三十五国立銀

行（第四回）・第二十国立

銀行（第五回）・第百国立

銀行（第三回）

第六十国立銀行（第三回）

・第十五国立銀行（第六

回）・第八十五国立銀行

（第三回）・第三十国立銀

行（第四回）・第三国立銀

行（第七回）・第三十五国

立銀行（第四回）・第二十

国立銀行（第五回）・第百

国立銀行（第三回）・第百

十二国立銀行（第三回）

第六十国立銀行（第三回）

・第十五国立銀行（第六



　　　　　回）・第八十五国立銀行

　　　　　（第三回）・第五十国立銀

　　　　　行（第三回）・第二国立銀

　　　　　行（第十一回）・第二十七

　　　　　国立銀行（第四回）

　二十四日　第二国立銀行（第十一回）

　　　　　　・第二十七国立銀行（第

　　　　　四回）・第三十三国立銀

　　　　　行（第四回）・第十国立銀

　　　　　行（第六回）

二十七日　第二国立銀行（第十一回）

　　　　　　・第六国立銀行（第六回）

　　　　　　・第十国立銀行（第六回）

　　　　　　・第二十七国立銀行（第

　　　　　　四回）・第四十五国立銀

　　　　　行（第三回）・第九十二国

　　　　　立銀行（第三回）・第百十

　　　　　　八国立銀行（第三回）

　二十九日　第一国立銀行（第十三回）

　　　　　　・第二国立銀行（第十一一

　　　　　　回）・第六国立銀行（第六

　　　　　　回）・第六十二国立銀行

　　　　　　（第三回）・第六十九国立

　　　　　　銀行（第三回）・第四十五

　　　　　　国立銀行（第三回）・第九

　　　　　　十国立銀行（第三回）・第

　　　　　　百十八国立銀行（第三回）

七月十五日　第三十五国立銀行（第五

　　　　　　回）・第八十五国立銀行

　　　　　　（第四回）

　　十七日　第八十五国立銀行（第四

　　　　　　回）

八月二日　第三国立銀行（第八回）・

　　　　　　第百国立銀行（第四回）

　　四日　第三国立銀行（第八回）・

　　　　　　第三十三国立銀行（第五

　　　　　　回）・第百国立銀行（第四

　　　　　　回）・第百十六国立銀行

　　　　　　（第三回）

　　七日第一国立銀行（第十四回）

　　　　　　・第二十国立銀行（第六

　　　　　　回）・第三十三国立銀行

　　　　　　（第五回）・第四十四国立

　　　　　　銀行（第四回）・第百十六

　　　　　　国立銀行（第三回）・第百

　　　　　　二十三国立銀行（第三回）
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十日　第一国立銀行（第十四回〉

　　　　・第四十四国立銀行（第

　　　　四回）・第百二十三国立

　　　　銀行（第三回）・第二十国

　　　　立銀行（第六回）・第三十

　　　　三国立銀行（第五回）・第

　　　　百十六国立銀行（第三回〉

十一日　第九十三国立銀行（第四

　　　　回）

II．国立銀行の二元的財務諸表体系
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（承前）

　「半季実際報告」が通説のいう「利益金処

分後（済）貸借対照表」ではなくて「利益金処

分前貸借対照表」であること，また，「半季

利益金割合報告」が損益計算・処分財源調整

計算・利益金処分（提示）計算の悉くを網羅

した「完全結合計算書」であることについて

は，これまで繰り返し述べてきた。この『両

報告』は，筆者（久野）のいう　「提示型」

（ProPosed　type）の正則的な体系である。

　第一国立銀行の場合，先の『両報告』は，1

明治六年十二月の第一回決算以来，一貫して

この「提示型」の体系をとってきた。明治

十年六月の「法定雛形」の改訂に伴って「半

季実際報告」が（それだけが）「利益金処分後

（済）貸借対照表」から「利益金処分前貸借対

照表」に変わったのではない。はじめ「宣言

型」（declared　type）の体系として始まり，明

治十年六月の「法定雛形」の改訂に伴って，

「利益金処分前貸借対照表」と「損益および

利益金処分（宣言）結合計算書」との体系，

通説のいういわゆる「肢行（脚）体系」に移行

したのではない。かかる「肢行（脚）体系」な

いし「不完全体系」なるものは，制度史上存

在しなかったし，およそ理論的にも存在する

はずがない。前述したように，通説での誤り

は，「法定雛形」以前の「半季実際報告」を

「利益金処分後（済）貸借対照表」であると誤
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認したことに始まっている。さらに，通説

は，「法定雛形」によって「半季実際報告」

が「利益金処分前貸借対照表」に変わったと

する誤りに加えて，しかも，にもかかわかず，

どういうわけか，「半季利益金割合報告」の

砥うは，「それまでどおりの損益および利益

金処分（宣言）結合計算書のままである」とし

た。ここにボタンのかけちがいに始まる二重

の誤りが生じたのである。貸借対照表が「利

益金処分前」のものに変わったと仮定した場

合，これはあくまで仮定であって事実ではな

いが，もしそうだとして，この場合，この「利

益金処分前貸借対照表」と一対をなす「損益

および利益金処分結合計算書」が「それまで

どおりの」，「宣言型」のままでいられるはず

がない。当然のことながら，「損益および利

益金処分（宣言）結合計算書」から「損益およ

び利益金処分（提示）結合計算書」に変わった

とみて然るべきものである。

　筆老（久野）は，前稿・《国立銀行r決算公

く広）告』の系譜と課題》において，第一国立

銀行の明治六年下半季・第一回決算から明治

九年上半季・第六回決算にいたる間につい

て，この銀行が大蔵省に提出した「半季実際

報告」・「半季利益金割合報告」と，この銀行

が「東京日々新聞」（明治五年壬申二月二十一日

・西暦1872年3月16日創刊）に公（広）告した

「総勘定（書）」（貸借勘定書）・「差引表」（損益

勘定表）とについて，これらの二元的財務諸

表体系の実態を解析し，その問題点を指摘し

た。また，大蔵省に提出した『両報告』（財

務諸表）が「宣言型」としてのいわゆる「完

全体系」から「肢行（脚）体系」に移行したと

する通説が誤りであることを指摘した。すな

わち，通説とは異なり，首尾一貫して「提示

型」の体系をとってきたこと，すなわち，

「利益金処分前貸借対照表」と「損益および

利益金処分（提示）結合計算書」からなる「正

則的」な体系であったことを実証し，さら

te，明治十年六月の「法定雛形」の改訂を機
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として，「半季実際報告」という名の「貸借

対照表」が「利益金処分後」のものから「利

益金処分前」のものに変わったとする通説の

事実誤認を指摘するとともに，「利益金処分前

貸借対照表」・「損益および利益金処分（宣言）

結合計算書」からなる通説のいういわゆる

「肢行（脚）体系」という主張ないし非難が，

事実上なりたたないことを実証した。さら

に，前稿では，「差引表」（損益勘定表・損益勘

定）が二転三転して結局は「利益金処分計

算」を内容とするものに落ち着いた経緯を解

析した。国立銀行およびその後身の普通銀行

が公（広）告した「損益勘定」は，「利益金処分

計算」もしくは「欠損金処理計算」を内容と

する定型に落ち着くのであるが，第一国立銀

行の先の経験は，制度史上はなはだ示唆に富

むものであった。本稿では，その要点を整理

して再説しつつ，ひきつづき明治十三年上半

季・第十四回決算にいたる間の同行の『決算

公（広）告』の事情および各国立銀行のr決算

公（広）告』の実況を解析したい。

　筆老（久野）の手元にある『第一国立銀行半

季実際考課状綴』に添付されている財務諸表

は，この銀行が大蔵省に提出した「半季実際

報告」と「半季利益金割合報告」とである。

この『両報告』は，「半季実際考課状」の本

文に含まれているのではなくて，「別表（葉）」

として添付されているものであったことを，

とくに指摘しておく。「半季実際考課状」の

本体には，「損益勘定ノ事」として「利益金

処分案」が示されているだけで，財務諸表が

含まれているわけではないのである。各国立

銀行の場合もまたすべて同様であった。

　第一国立銀行の場合，大蔵省に提出した

『両報告』は，明治十年六月に改訂の「法定

雛形」の以前も以後も一貫して同じ体系・構

造・名称・様式の「提示型」の財務諸表であ

った。「半季実際報告」は「利益金処分前貸

借対照表」であり，「半季利益金割合報告」

は「損益および利益金処分（提示）結合計算



書」であった。「提示型」の体系である。他

方，同行が「東京日々新聞」に公（広）告した

財務諸表はどうか。「定型」のトリオに落ち

着くまでの経緯をみても，また，「定型」の

トリオと比べてみても，先のr両報告』と

は，まったく異なる。体系も，構造も，名称

も，様式もすべて異なる。第一国立銀行の場

合のように二系統の二元的財務諸表体系が，

相互に干渉する事無く，まったく別個に並列

的・平行的に作成されている場合と，V．の

（2）で述べる第十七国立銀行の場合のように，

同一の銀行で時期的に交替して採用されてい

る場合とがあるが，筆者（久野）は，前者を

「並列型」（Parallel　type），後者を「直列型」

（series　type）と名付けておく。

III．『決算公（広）告』の類型：「東京日々
　　新聞」（自　明治七年七月至　明治十二年八月）

　　一公告・「損益勘定」（Profit　and　Lo－

　　ss　Account）の「類型」一

　第一国立銀行の明治六年下半季・第一回決

算は，明治六年十二月三十一日であったか

ら，『決算公（広）告』が新聞の紙面に現れる

のは，明治七年一月中とみてよかろう。すで

に前稿で示しておいたように，「東京日々新

聞」には，第一回決算について『決算公（広）

告』をする旨の第一国立銀行の予告記事がの

っている。しかし，同紙面をくまなく探して

みても，r決算公（広）告』は見当らない。奇妙

なことである。

　他方，第一国立銀行の第三回・「半季実際

考課状」（明治七年下半季）には，注目すぺき

次の記事がある。

　　　　　　銀行諸報告ノ事

　前半季公示イタシ候第二考課状並二勘定報

告刊行ノ儀ハ紙幣寮伺済ノ上活字刊行イタシ

株主一同並得意先ヱ配賦イタシ且勘定報告ノ

儀ハ其要件ヲ取捨折衷シ内外新聞へ附シテ広

6

告イタシ候

　明治七年上半季・第二回決算につき，その

「勘定報告」の要件を，「取捨折衷」　して，

「内外新聞」に広（公）告した旨が，明治七年

下半季の第三回・「半季実際考課状」の本文

にみえているのである。

　筆者（久野）の場合は，この第二回の『決算

公（広）告』を，東京で最初に創刊された日刊

新聞である「東京日々新聞」の紙面で発見し

た。第一回の『決算公（広）告』が同紙面に見

当らないことは，すでに述べた。第一国立銀

行は，その本店が東京であり，大阪（坂），横

浜，神戸に三支店を開設した。かかる状況で

東京で最初の日刊新聞に『決算公（広）告』を

するのがごく普通であると考えたので，まず

ごく自然に「東京日々新聞」に見当をつけた

わけである。

　「東京日々新聞」の紙面からみても，また，

先の「銀行諸報告ノ事」の記事からみても，

第一国立銀行が『決算公（広）告』を始めたの

は，第二回決算からである。これは，ほぼ確

かであろうと思う。

　「銀行諸報告ノ事」の記事に，「内外新聞へ

附シテ広告イタシ候」とあるのは，どうした

ことか。同時に二紙に広告しようと，「東京

日々新聞」だけに広告しようと，その内容に

変わりはないのだから，どうでもよいように

も思えたが，なんだか落ち着かないので「内

外新聞」を調べようと思った。しかし残念な

がら国立国会図書館（4階）には見当らなかっ

た。もっとも，当方の調査が不十分だったの

かも知れないが，当時の東京の三大新聞とい

えば，福地桜痴の「東京日々新聞」，矢野龍

援の「報知新聞」および成島柳北の「朝野新

聞」であり，「東京日々新聞」は政府の御用

新聞といってよい。「内外新聞へ附シテ広告」

とは，どうにも腋に落ちない話である。

　第一国立銀行の『決算公（広）告』で，特徴

的な先述の3勘定の「定型」のトリオが確立



国立銀行r決算公（広）告』の系譜と課題（承前）（久野）
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したのは，「第六回（明治九年上半季）決算公告」

である。その前回の「第五回（明治八年下半季）

決算公告」と比較して検討したい。

　明治九年七月二十二日の「第六回決算公

告」では，「総勘定」・「貯蓄金勘定」・「損益

勘定」の三本建ての体系となった。それぞれ

に「利益金処分前貸借対照表」・「利益剰余金

計算書」・「利益金処分計算書」である。この

ような体系が『銀行簿記精法』・「香港上海銀

行」で採用されていたことは，しぽしば述べ

た。明治九年一月二十日の「第五回決算公告」

の場合は，「利益金処分後（済）貸借対照表」・

「損益および処分財源調整i計算書」であった

のであるから，この変化は大きい。「第五回決

算公告」および多くの国立銀行決算公（広）告

での「損益勘定」の最終差額である　「純益

金」は，「当期純利益」ではなくて，「当期未処

分利益」（処分可能利益）であり，「利益金処分

計算」の領域は含まれていない。「第六回決

算公告」の「損益勘定」は，英国のPablished

Profit　and　Loss　Accountであり，その内容

は「利益金処分計算」である。「損益計算」

の領域は含まれていないのである。「第六回

決算公告」のこの体系が，第一国立銀行では

継承されていくのである。その他の多くの国

立銀行では，「総勘定書」もしくは「貸借勘

定表」という名称の「利益金処分前貸借対照

表」と，「差引表」もしくは「損益勘定書」

という名称の「損益および処分財源調整計算

書」であった。明治九年一月二十日の「第五

回決算公告」（明治八年下半季）と明治九年七

月二十二日の「第六回決算公告」（明治九年上

半季）とを対比して前頁に掲示する。

　第一国立銀行が，筆者（久野）のいういわゆ

る「定型」のトリオ，すなわち「利益金処

分前貸借対照表」（総勘定）・「利益剰余金計算

書」（貯蓄金勘定）・「利益金処分計算書」（損益

勘定）からなる『決算公（広）告』の体制を確

立したのは，明治九年七月二十二日の公（広）

告からであり，後に明治十九年七月二十九日

8

の「第二十六回決算公告」で「貯蓄金（積立

金）勘定」が廃止されるまでつづくのである。

この『決算公（広）告』での「損益勘定」は，

「損益計算書」を含まない「利益金処分計算

書」であったことをとくに注目されたい。後

にも詳しく述べるが，第一国立銀行の『決算

公（広）告』における　「損益勘定」は，第二回

以来，「東京日々新聞」の紙面では，次頁・

上段のように変遷しているのである。

　この銀行が，この時期を通じて，大蔵省に

提出した「半季実際報告」が「利益金処分前

貸借対照表」であり，「半季利益金割合報告」

が「損益計算・処分財源調整計算・利益金処分

計算」の悉くを網羅した「完全結合計算書」

（1）etailed　Profit　and　Loss　Account）であった

ことは，しばしぽ述べた。

　この銀行の「決算公告・損益勘定」の推移

をみると，大蔵省に提出した「半季利益金割

合報告」の三つのパー・・トが，それぞれに姿を

現して結局は「利益金処分計算書」に落ち着

くのである。次頁・中段を参照されたい。

　「東京日々新聞」にみられる国立銀行のr決

算公（広）告』のなかでとくに目立つのは，第

三国立銀行（第二回）である。明治十年七月

二十八日の紙面での実況は，次頁・下段のよ

うであった。

　「前半季ノ損益勘定ヲ詳明ニシ第二回ノ報

告書ヲ作リ株主一同二公布」とあり，また

「右損益ノ勘定表」とあるものは，「利益金

処分計算書」であり，Profit　and　Loss　Ac・

countのPublished　Formである。この公（広）

告には，「貸借対照表」もなけれぽ，「損益計

算書」もない。さればといって，「損益およ

び利益金処分結合計算書」もないし「損益お

よび処分財源調整計算書」もないのである。

かかる事例は，上記の「東京日々新聞」の公

（広）告には，このケース以外にはみられなか

った。また，第三国立銀行の場合でも，この

ときだけであった。明治十一年二月六日の同



　　　　　　　国立銀行r決算公（広）告』の系譜と課題（承前）（久野）

　　　　　　　　　　　　第一国立銀行・「損益勘定」

　　（「東京日々新聞」）　　　　（決算回数）　　　　　　　（損益勘定の内容）

明治七年七月二十二日　　第二回一→損益計算謝前期繰越金を含まず）

明治＋三糊二総二翻：F利益金処分講
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行の第三回では，「利益金処分前貸借対照表」

と「損益および利益金処分結合計算書」を公

（広）’告している。「損益勘定」（だけを）公（広）

告した事例は，後に，第五十七国立銀行にみ

られた。

　明治十一年二月六日の紙面には，偶然であ

るが，さまざまなタイプの公（広）告がみられ

る。第一，第二，第三，第四および第二十の

各国立銀行の『決算公（広）告』を次頁以下に

掲示する。なお第四国立銀行の「実際考課状」

の「第二回半季報告」も参考のためにここで

紹介しておこう。

　「東京日々新聞」紙面のr決算公（広）告』で

みる限り，その調査の範囲が限定されてお

り，一概にはいえないけれども，大勢を概観

して敢えて分類すれば，次のようになる。

　（1）「利益金処分計算書」だけ公（広）告して

いる場合。第三国立銀行（後に第五十七国立銀

行）の場合である。レアー・ケースである。

　（2）第一国立銀行の「総勘定」・「貯蓄金

（積立金）勘定」・「損益勘定」の3勘定の体系，

筆者（久野）のいう「定型」のトリオ。「損益

勘定」の内容は，「利益金処分計算書」であ

る。第四国立銀行の「第八回」および第十国

立銀行の「第四回」がこれである。

　（3）「定型」のトリオから「貯蓄金勘定」

（積立金計算書たる「利益剰余金計算書」）を除い

た筆者（久野）のいう準「定型」のペアー。こ

のケースでは，当然のことながら公（広）告の

内容は，「利益金処分前貸借対照表」　と　「利

益金処分計算書」とである。第二十国立銀行

の「第一回」その他がこれである。

　以上の場合，（1）を除いて，（2），（3）の場合で

は，公（広）告されている「貸借対照表」に相

当する総勘定（書）の内容は，その名称の如何

にかかわらず，「利益金処分前貸借対照表」で

ある。次掲の（4）と（5）も「利益金処分前貸借対

照表」であることに変わりはないのである
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が，問題は，三それとともに公（広）告されてい

る「損益勘定」の内容である。概ね，次の（4）
・（5）』

ﾆ（6）の二つのケースに分かれる。

　（4）「損益勘定」の内容が，「損益および利

益金処分結合計算書」となってはいるが，

「損益計算」の部分に，とくに「収益」の部

分につきその内訳を省略して「総益金」とし

て一本で表示しているケース。「費用」の部

分も「何々等」・「利払其他諸入費」とするケ

ースもある。

　（5）「損益勘定」の内容が，完全な「損益

および利益金処分結合計算書」となっている

ケース。

　（6）「損益勘定」を除く公（広）告の部分が

「銀行ノ負債義務二属スル分」とあり，「銀

行ノ資産権利二属スル分」とあるにもかかわ

らず，その内容をみると，前者は「負債と収

益」，後者は「資産と損費」を掲示している

場合がある。第二国立銀行の「第七回決算公

（広）告」（明治十年下半季）がそれであり，その

先例は，第四国立銀行の「第二回半季報告」

（明治七年下半季）である。これらは，いずれ

も「決算整理後試算表」であり，大蔵省に提

出した「毎月実際報告」に由来するものであ

る。

　第一国立銀行の3勘定の体系，いわゆる

「定型」のトリオを踏襲した第十国立銀行の

「第四回決算公告」を，14頁・上段に掲示

する。12頁・下段に掲示した同タイプの第

四国立銀行の「第八回決算公告」も同時に参

照されたい。両行とも「貯蓄金勘定」でな

く，その名称が「積立金勘定」となってはい

るが，「利益剰余金計算書」としての内容か

らみれば，両者はまったく同類である。

先の（4）・（5）のケースに関連していうと，

「損益勘定」の内容が「損益および利益金
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国立銀行r決算公（広）告』の系譜と課題（承前）（久野）
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処分結合計算書」になっている場合で，か

つ，収益と費用の内訳が明示されている場合

は，その事例がはなはだ少ない。「東京日々

新聞」（明治十二年七月二十三日）の紙面にみら

れる第百十八国立銀行・第二回（明治十二年上

半季）の「損益勘定」は，この稀な事例であ

る。この種の「完全結合計算書」を作る場合

でも，多くの国立銀行では，収益は「総益金」

（前半期繰越利益金を含む）として報告し，費用

は「利払其他諸入費」とか「給料営繕其ノ

他」等とする場合が多い。第百十八国立銀行

の当時としては珍しい損益計算の内容を具備

した事例を次頁・下段に示す。なお，この

場合では，「前半季繰越利益金」はない。

　国立銀行・r決算公（広）告』の財務諸表体

系に関して，第一国立銀行の「定型」のトリ

オその他について述べ，とくに，「損益勘定」

の類型についても言及してきたが，いずれの
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場合にもせよ，「総勘定（書）」が「利益金処分

前貸借対照表」である点については，一貫し

て変わりはない。問題は，「損益勘定」の内

容である。国立銀行が普通銀行に転換した時

期，すなわち，明治三十年の前半ごろまでを

考えると，結局，とどのつまりは，その内容

が「利益金処分計算書」つまりPro趾and

Loss　AccountのPublished　Formに落ち着

くのであるが，それまでの経緯をみると，各

国立銀行が公（広）告した「損益勘定」の内容

は，「損益および処分財源調整計算書」であ

った場合もあるが，数からいえぽ少数で，「損

益および利益金処分結合計算書」である場合

が，圧倒的に多かった。ただしこの場合で

も，比較的に古い形式を踏襲したものと，そ

うでないものとがある。前者を便宜上，「残

テ金」の型と呼んでおこう。初期の第四国立

銀行の「半季実際考課状」にもみられる。そ

の数からいえば少ない。これらが，いずれも
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国立銀行r決算公（広）告』の系譜と課題（承前）（久野）

第一，第四，’第十国立銀行

一一…行一

多数　の　国　立銀行

利総勘定

益

貯蓄金（積立金）勘定 金

処
分損益勘定

前
貸総勘定

借
対損益勘定

照
表総勘定

損益計算

損益勘定　　　処分財源調整計算
利

利益金処分計算
益

金

総勘定 処

分

一定一
ﾔ簾調整計算 計

算
9L（利益金処分計算）一一一…一一一一一・

書

Profit　and　Loss　AccountのDetailed　Form

であることは，いうまでもない。第一国立銀

行の場合では，明治十九年七月二十九日の

「第二十六回決算公告」以後は，3勘定の体

系つまり「定型」のトリオから「貯蓄金勘

定」（積立金勘定）が除かれて，「利益金処分

前貸借対照表」と「利益金処分計算書」とな

る。準「定型」のペアーは，もともとこの体

系であったが，多くの国立銀行の場合は，

「損益および処分財源調整計算書」あるいは

「損益および利益金処分結合計算書」を経て，

「利益金処分前貸借対照表」と「利益金処分

計算書」の体系に落ち着いたのである。

　簡単なダイヤグラムで示すと，上のとおり

である。

IV．第四国立銀行・『決算公（広）告』の

　　注目すべき推移

　同行の明治七年下半季「第二回半季報告」以

下については，r経済論集』第22巻・第2号の

《わが国財務諸表の生成に関する事例研究》・

「W．第四国立銀行初期の実況と問題点」で述

べ，rわが国財務諸表制度生成史の研究』（学

習院大学研究叢書15）にも収録したので，繰り

返さない。

　ここでは，同行の次掲の「東京日々新聞」

紙面の『決算公（広）告』にみられる注目すべ

き推移を，とくに指摘したい。
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「東京日々新聞」

明治十年七月二十四日

明治十一年二月六日

明治十二年七月二十八日

第四国立銀行・
　　　　　　ママ
第七回半季廣告

第四国立銀行・

第八回半季実際報

告

新潟第四国立銀行

・第十一回半季実

際公告

　「半季廣告」・「半季実際報告」・「半季実際

公告」と，タイトルも変わるが，体系・用語・

構造などが大きく変わっていくのである。そ

の実況を本頁と次頁に掲示する。

　「第七回半季廣告」では，「諸勘定及ヒ損益

正算ノ提要ヲ報告スル」とあるが，「借方　銀

行ノ負債義務二属スル分」・「貸方　銀行ノ資

産権利二属スル分」（貸借ノ勘定表）とあるも

のの内容は，「利益金処分前貸借対照表」で

あり，ついで，「損益勘定ノ概暑」（損益ノ計

算）とあるものの内容は，「損益および利益金

処分結合計算書」であり，「損益計算」・「処

分財源調整計算」・「利益金処分計算」のおの

おのの領域を悉く網羅している。

　「第八回半季実際報告」では，「明治十年下

半季総勘定書及差引表」とあるが，その内容

は，「総勘定」・「積立金勘定」・「損益勘定」

から成る筆者（久野）のいう「定型」のトリオ

である。第一国立銀行の場合と違うのは，

「貯蓄金勘定」が「積立金勘定」とその名称

が変わっているだけである。このトリオは，

第九回・第十回とつづく。「損益計算」の領

域は，まったく含まれていない。

　「第十一回半季実際公告」では，「明治十二

年上半季総勘定表」・「同損益差引表」とある

が，前者は「利益金処分前貸借対照表」であ

佐東越
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国立銀行『決算公（広）告』のi系譜と課題（承前）（久野）
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り，後者は「利益金処分計算書」である。

「積立金勘定」という名称の「利益剰余金計

算書」は無くなっている。r銀行簿記精法』・

「香港上海銀行」以来の，筆者（久野）のいう

「定型」のトリオから，「積立金勘定」が外

されて筆者（久野）のいう準「定型」のペアー

に変わったのである。「損益計算」の領域は，

まったく含まれていない。

　「第七回半季廣告」の「損益勘定」は，Pro－

fit　and　Loss　AccountのDetailed　Formで

あり，「第八回半季実際報告」の「損益勘定」

と「第十一回半季実際公告」の「損益差引

表」は，ともに，Profit　and　Loss　Account

のPublished　Formである。

V．事例研究：「並列型」（pem・allel　type）

　　と「直列型」（8εrδε8加e）

　（1）第一国立銀行の場合

　第一国立銀行の二元的財務諸表の実態につ

いては，前稿の「V．第一国立銀行の二元的

財務諸表体系」で詳細に述べた。ここでは，

その要点を述ぺ，あわせてその問題点を指摘

するに止める。

　同行の場合は，明治十年六月の「法定雛形」

の改訂以前から，この雛形の体系，用語，様

式，に即した「半季実際報告」と「半季利益

金割合報告」とを作成し，大蔵省に提示・報

告していた。前者は，明治六年十二月の第一

回決算以来，首尾一貫して「利益金処分前貸

借対照表」であり，後者は，「損益計算・処分

財源調整計算・利益金処分（提示・予定）計

算」の悉くを網羅した「損益および利益金処

分結合計算書」であった。

　一方，同行が「東京日々新聞」に公（広）告

した『決算公（広）告』はどうか。前稿のIV．

とV．で述ぺ，また本稿のH．でも補筆してお

いたように，初期のころ，多少の紆余曲折は

あったが，結局のところ，「総勘定」・「貯蓄

18

金勘定」・「損益勘定」の3勘定の体系に落ち

着いた。それぞれに「利益金処分前貸借対

照表」・「利益剰余金（積立金）計算書」・「利益

金処分計算書」であった。再三述ぺたように

この公（広）告・財務諸表の体系には，「損益

計算書」は存在しないのである。

　大蔵省に報告・提示したr両報告』と，「東

京日々新聞」に公告した3勘定とでは，財務

諸表の体系，用語，様式，が悉く異なってお

り，さらに，報告科目名にも相違がある。典

型的な「並列型」（♪araUel　type）である。

　かかる二系統の二元的財務諸表の「並列

型」体系が，どのような事情で齎されたの

であるか，実証資料に基づいて立証し解明す

ることは，はなはだ困難である。目下のとこ

ろ，何ともいいがたいが，筆者（久野）の推論

を述ぺるに止める。

　この問題の焦点は，「半季利益金割合報告」

と「損益勘定」とである。Profit　and　Loss

Accountについて，　Detailed　FormとPub、

lished　Formとがあることを，大蔵省当局者

および第一国立銀行の当事者が，英国の実況

についてよく承知し，大蔵省提出用と新聞公

（広）告用との両者を巧みに使い分けていると

しか理解しようがない。まあ多少とも買被り

の気味もあるが，このように考えたい。

　r銀行簿記精法』に例示された「香港上海

銀行」の財務諸表に由来する3勘定にはしぼ

しば指摘したように，「損益計算書」が完全に

欠落している。監督官庁としての大蔵省が，

かかる財務諸表を提出・報告させるはずがな

い。fUblishedという意味を「新聞公（広）告」

と「株主総会・提示」との両者にあてはめる

ことはあるにしても。

　（2）第十七国立銀行の場合

　ここで検討した資料は，明治十二年下半季

・第五回から明治二十四年下半季・第二十九

回までである。第一回から第四回までは，資

料が欠けている。



国立銀行r決算公（広）告』の系譜と課題（承前）（久野）

く借方 蓮磁
昌軸讐甲脚‘‘＝‘ 「，・．，

獅テ半蒸簸聾
．躍゜

貸方

一＿E　要 ．π　曹．

企噸　　P

園
贋 形71〒

．総　計　匿争r

鏑　要　禽譜 織　計・
＝@4　　十

洋”翼・評㌔・’8・．’o．需7 ： 」he∴陶9i
L

臨　影　、　賢 1 工：・

・，扇解脅
1
，

6

薩，伽曾禽　蝦鵯f
幽 1 」

・陶胴嘱轟　撹奮 六1 A 鷹 ’　．継

蹴　　写1四1　　　四

　画’
Mkて鳥

一「 一垂，
尺

’紳卿　　　贋驚 《o 「 、　5「八 1 一

A嗣r恐1倒，倶・Pら”’御珂鈎穐　κ2

雛 【〇八 　　・~貯　含

　　　　　　　　　．ﾞコ竺痘＿享　霊シ

oo　o o ’糾鳳　吃銭瞠　倉 11－，ゐ 旨

ooo o 、 o 鰯　　鯉4r　　’・’
、 馳。

8L禽楓撫曽児 難 o

㌧’へ・戊　　r　，解 1 奄前鯉，51争　刷 匪、 」σ

「P欧蟹愛　凱 ’聡脚陶r1監，紫駅　毒　●雌圏 1」 e叩
門“冊聯高　　　　　　　o

「。．、b
噛　躍心茜．

兄朋煩2 λ 1・

盗 ’ 蒐

， 軌r　膚　・へ 難 1

幌呂タ　喝
1
1
L
口

二　　　　　　　｛

曜片捜曲　賦畠　“　帰 匡　嗜
セ セ

魑弊眠け争恥 o
1

凡二

匹 の　　F 福IP　溜　π　鴨6 1

5　，心 点 ‘　　　、o 「 A　　二貞A岡 瞬“　噺 o 二膠

：r

撫
鴇1貯 o展

；
出。

一層

自 幽ゆ霊 飽 四
一P@　　　酬噂一

’仲・轟

…鵬 昏 ．
印

配　　駒　’

’．

《L 曵1
▲

゜　　　　　　　■　　， 」胴恨，禽

顧　　9 OOgo
一

一．一OOO　　　　　　　goo o 露「　　　o　　　馳
一 一．

a‘　禽’　　　　　　　　■

@　縄　　「魯， 『
，

．　露’　　1

の亭●■1闇脅’ 蔓．o 徊br　　・i」　　曜　τ

の馬●婦属 膚　　　　、 州」r9’か
一

騎學　　A尾　　脅　　管 o
噛9

ﾄ 5　　　　　　　　　L　　　、 甑
魔　　　陰’噛　暫伽L

髄

1陀o A乙蓋 …　　L
副　　七

－ 一

自

o一 馴L 1 トll　｝

圃

盟
牽
…
翻
罫
薮
麟
鷲

第
十
七
國
立
銀
行
明
治
十
二
年
下
半
季
窩
際
鞭
告

硝
摘
　
要
金

額

臓
摘
　
要
金

額

O
政
府
ヨ
リ
借
御
　
用
　
預
金
O
人
民
．
ヨ
リ
借
壷
行
紙
幣
講
取
高

葦
唱
薫
塁
芙
q
§
…
§

O
政
府
へ
貸
紙
幣
抵
寡
債
証
啓
諸
公
債
証
書
　
、
　
　
　
　
↓
ー
　
4
　
　
　
弓
δ

，
＝
ハ
O
、
三
六
四
酋
七
、
一
六
五
三
〇
七
、
五
8

…
…
茨
…
八
〇
…
…
七
画

定
期
　
預
金
賞
　
座
　
預
金
振
　
出
　
手
　
形

鴫
・
六
邑

O
人
民
へ
貸
貸
　
　
付
　
　
金
常
座
預
金
貸
越

三
〇
、
八
四
〇
六
、
四
亀

…
｝
・
六
惑
…
…
八
冥

仕
携
銀
行
手
形
別
　
段
．
預
　
金

四
〇
…
0
8
　
…
二
〇
八
ユ
ニ
吾

荷
爲
換
手
形
　
小
　
　
計

　
一
、
三
三
三
，
三
へ
五
ム

”
…
0
8
…
四
炎

Y
　
　
　
L
「
d
　
　
　
蟹
ロ

二
乗
0
8
…
交
七

μ

O
他
店
ヨ
リ
借

鮒

Q
　
雑
勘
定

二
七
、
五
三

四
二
六

…8

O
榛
主
ヨ
リ
借
捺
　
　
　
　
　
金
　
　
立
　
　
金

二
〇
〇
、
0
8
　
一
「
九
六
二

・
0
8
胆
八
〇
二

O
他
店
へ
賃
，
O
補
正
勘
定

瑛
八
玉

採
主
ヨ
リ
臨
堕
隊
金
　
小
　
計
　
　
O

酉
圏
甕
．
三
七
、
四
ム

0
銀
行
所
有
物

九
三

O
．
掴
盒
勘
定
當
孚
畢
利
盆
金
前
傘
季
操
越
高
　
　
　
9
　
　
　
冒

一
吸
一
天
五
　
五
三

9
二
〇
八
普
四

地
　
　
　
　
所
家
　
作
　
土
藏
舛
　
　
　
　
器

　
七
二
七
　
　
〇
呪
六
八
六
九
三
q
．

、
　
°
　
　
卜
d
　
　
　
巳
ロ

一
（
四
＝
X

、
　
　
　
↓
暉
4
　
　
　
響
昌

六
琶
四

…
奪
二

ゆ

O
創
業
入
費

二
δ
四
六
垂
、
宍
七
　
《
　
一
、
当
天
一
韓

一七

合
　
計

毫
二
、
果
O

六
八
六

合
　
　
計

毫
二
、
五
八
〇
・
六
八
六

r
　
，

『

19



欝十年上≦ド季利益金割合報告
一ハ

ｽ
　　　　ゆ　嶺1笛』

儲方 貸方

摘　　　要
’企．額妥　　　　i’弓

客線’・計 摘　　　　屡 企　　額　総　　計
’　層 ﾉ凶　　　」Fヤ

，冑陶　糀 目　　1ウ♪r し121用　1 嬢央卜h縮踏舞 5

鐸肘奄列．感 載塗祠八角 伊　　I　l 51介朝息

締公償魑劇II§・

1必無・一 手軟粋 1盤柵嚇壁o目 罠癖打戊　
　
　
国
ロ
頁
1

lI・齢ト 昏朴 Ir整魚゜∬Ω＿

割引

齠[盆倶藷停膏買姥

ｮ企撮費買畳

’構一
．1。監lI　li 「 濁（鳶 しIJ

　　　置

@響?
G
，
東
，
岡
爪

1 ilI ll「 縛提

　二2、蛋ノ思喚＿’乏紙畦撚ユ

祀填打傍 r ，

誉潜
：
1

武て六二。．、式＿

卵蚊 塁

’腱臨十十’
ll 置馴霞’

雅皿’　　　　　　　　　　『’ 1

τ灘、、、：1．、
撮・一
螂幽班

1，－i：三貞擁簡L

C

1　　　　　　　　　，

夘慶
怐y敷 i

拒
　
一

1　　　　　　唱　　　l　　　　　　　　　I 購i難T…「’
u1－

一下一
q【㎜1
」u

い
l
l

「　　　　　iLu

馴
l
l トI　　l }η一γ・・1； 1

lll　　l　　　ll旨
ド・

口　11　　1　11’ 酢　　初璃ノμ ［1旺・酬・ 一”一

噛革串騒蔦，馬 1　　1　　FIIn1「一 o 。ol　・・蛮q層d。 匿

　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　」

P　　　’．．1、7　　1 1コFr
奪～－ 　　旧v唱　　　　　　　　　i　　　し

；Il　　　．

ll1　　1口　Il 懐 。。l　I　　くσb

鵬
Il ’．

掾v阿L茄播畑lr躍
曾’卜率愚継ρ弊・穐¶ 磁「

蛭1R．幽L躍酬泌

葎9溺 幹 、1手璽
1’

築
因
ユ
吸
行
研
　
文
　
　
翼
双
　
人
澁
永
》
畢
田
業
憲
一
　
老

口 －11 1　　｝1
’罫．

1　51塾1 1 2 h 1 1

［ 日1旨 1； 等目・
，

i】11 桑し　に　企
中］、r

撃h i

，II ［ 1　．1 凝’立　偽 1．重
P
． ト 1 刑鼠命町山け浄　150班’測 。…翻HI

一

引　［ 険己6論ゐ高 1　1一一．
τ‘｝耐？致鯉」蜘㎡。　　・ll　　　「

1 1　1
「　　　1　　　　　　　　　　1

一

十
1

1　－－

P

目　　　　　1　　　　’　　　一｝5　1　　　　　　　　：
坐』幽川・陣砿　　一　F」、ト層

覧軍 L
し 目 1

｝ 卜ll
ul　l・．I　　II掃 il’ll口，

」　P圃画暫μ

@　一：戸邑

第
十
七
國
立
銀
行
明
治
十
二
年
下
雫
季
利
盆
金
割
合
報
告

硝
摘
　
要
金

額

方
摘
　
　
要

金

額

O
　
総
盆
　
金

…

O
損
失
井
諸
費

　
村
金
利
息
諸
公
債
証
書
利
息

異
六
四
七
一
四
、
二
六
九

預
リ
金
利
息
給
　
　
　
　
　
料

一、
l
七
六
…
七
三
三
一
、
．
四
〇
〇
．

手
　
　
敗
　
　
料
諸
公
債
証
冊
寅
買
盆
荷
爲
換
利
．
息
雑
　
　
　
　
　
盒

二、

旅
　
　
　
　
　
費
諸
　
　
　
　
　
税
雑
　
　
　
　
　
費
　
、
　
　
　
↓
1
　
4
　
　
　
舜
闘

　
三
四
七
　
六
六
七
四
、
矢
七

　
「
蚕
…
圭
ハ
O
　
“
　
”
夫
四
　
…
　
…
圭
O
　
…
　
…
型
二

、
　
　
　
↓
1
4
　
　
　
舞
脚

二
三
、
四
七
二

”
…
五
二
九

○
創
業
費
償
却

一

前
孚
季
繰
越
高

五
三

三
天

O
所
有
物
償
却
O
役
員
賞
與
金

九
七
九

一、

ｼ
三

噌
…
八
室

0
　
純
犠
　
金

開

叩

積
　
　
立
　
　
金

一、

ｺ
九

”
…
八
八
四

…

割
　
　
賦
　
　
金

一
四
〇
8
…
…
Q
8

噸

後
皐
季
操
込
高

垂
人

｝
…
九
六
〇

…

、
　
　
　
　
　
L
「
■
d
　
　
　
唇
卿

　
．
芸
℃
一
・
天

合
　
　
説

二
＝
「
五
二
六
”
〇
三
三

…

合
　
計

二
三
、
五
二
六

■
…
〇
三
三

e

20



国立銀行r決算公（広）告』の系譜と課題（承前）（久野）

郷中七口立Q行’串季質際貿修
儒 費

甥
弛
廿
布
六
月
三
十
賢

同
　
　
　
　
　
　
支
配
人

戯
胸
邦
十
七
繰
立
韻
術
頭
取

電
　
捻
　
見
次
郎

小
湘
久
鯉
榔

繍 異

　匿廓算¶働
御冊竃崖顎り亀
帥棚吐携鑑俺手彫

職　行　鼠　絡
定翻国，色
實巨緬，色
猷　出　手　影
睦鵠道禽手β
鯛段風，色

　ロ家齪得聾9㊥
漏犀艮，色

　弛躇，，襯

　稔主霧ワ唱3

　ロ－腫　 壷

覗立’血

駈緕端鈎天鼠嗣文色
翫煽扇閲禽

　幅　敏　勘　定
劉牟摩麗8戯
餌皐皐箆趣轟
薦串季経餉濁震昂陶

血 質

千
三
眠

万
九

凶
9
六

〇
〇
Q

七

〇
八
穴
三

〇
Ω
Ω
Ω

K

七

；

1

五

轍の

七n賦
穴穴」【n

三
9
6
七
七
玉

七
穴
五
（
七
鼠

O
O
丸

oo
A九困

八hO
穴樹臨

A八A
二四〇

一　〇〇〇〇

　〇〇

　五武，

　AAO

汽
胃
〇

七
九
〇

九
（
O

泓八三
ヱ

総 計

輪万

’巳．

内

tS

千葛

穴六

俺

七，し

五7

六 ヒ

駐

o 三

〇
七

四
（

五

震

七

民

四

、

o

七A威

　〇六

七二敷

眠A鼠

四九

A七〇

fto

犠 ’憂

　敵紛累促

へ
聞公慎翼費

　人艮塞貸

　
St　鮒　禽
閉暇辺貨剛色

層巽鮒禽

駆匡頭り愈貸魑
冨翫冨引手形

獅q鉄手形
婁‘贋ケ血

　”家齪器ユ優
睡腎扇露元質瀕ウ’畿

邑陪観凹踊ケ叡

麗　勘　災

　纏匪A貨

一　銀5断宥物
　
銘
蟹
込

｝断

f
蝋

蔦
匡
什
双

罰
　
　
　
β

町
貨
嘱
幣
再
箏
震

醸
　
　
畿
齪
切

血
　
　
費
鉄
踏

　
飯
畿
餓
銘
偲
餌

血 顧

脇

腹

万ド 置

烈
（
一
昌
h
O
三
〇

剛
寒
穴
三
五
〇
〇

O
陶
威
電
幽
O
O

（
七
〇
三
〇
惣
帆

三
甑
猷
盤
惣
　
七

五

o

穴 九
四
凶

三
皿
七

七
〇
〇

誹

七，L三

蔵三7く

穴ΩA
九七7i

ooo
鳳7咤Ω

ooo

藍五穴，L

穴AAo
三五玉惣

皿L

凶“

四

嶋
ー
q
四
気

七
二
（
六

勇
昌

五汽A
樹七三
〇凶三

Aブしo

囚【so

　ooo
　ooo

　五二四

一

総 St

百
四

職万
鼠

脇
三

七凶oo

七h眠兆

1
　
1

威A威三

五七六

鼠嘘

k八

嬢81

A九九，し四

八

天

血

，

自

三

四

七

八A鰯

ooo
臨ヱ三

九七汎

三〇三

唱竺皇
　　1

郎十七岡ユ餓行明’治廿年上牟季別a血回合稲告
方 貸 万

治
噌
年
云
昂
三
十
B

全
　
　
　
　
　
　
実
配
人

篇
岡
∬
十
く
皿
ユ
餓
有
頭
戴

坑
松
　
毘
次
瓢

小
河
久
四
郎

摘

　聰　盤　愈

利　　　鼠

公口証聾利尽

季　箆’羽

組　敷　罰

公槻EB的箕髭
公概巫9窟買捨

π双戻レ入

閲摸戻．9λ

鼠費瑛レλ

闘車睾屡越π

尉母輩坦越霞費隔闘

1

闘
二
三
五

噴
・
穴
五
◎

百
七
一
五

千
七
三
五

］

五　　五

顕

「

1

一＿一一一一

嬉

万1脇

　，二

＿七

二四二

八，」四

oo

揺

旧　失　亀

乎　飲　阿

　　　判
旅

罎

暫　膳　双

　　　双
跳　　　轟1

即1　救　闘

簾　行　視

一
紙幣渦”元貿轍立血

濡貸血門聞

一股員貫與a

一後皐諺冨込滞費串備

　純　纏　血

鞭　立　金

割眠畿万療呂t’J五罰コこ・卜銑切

th　－at季へlr：込n

金　　　　　額 雄　　　　　計

万 丁
　
　
四
　
　
　
一

、
甲

而b

@o
@三
′ﾜ

yo
@一

@囚

@，

@，

70

`
じ
二
〇
穴
二
＝
」
皇
六

o翼

`一
梶v【

鼡ﾊ
`九宵

Z九
繹鼈黶

Z〇－
盾

一

協圓

富
，

o

五穴　、

盾盾

ooo

�Z

Z〇

ZA

ц鼡･

O、

� �

’
、
」
9
�

�’『

�
�

器
：
　
A
四
■
�

↓
�隔一一一一一�

1



　
　
　
　
第
十
七
國
立
銀
行
廿

　
　
　
借
　
　
　
方

一
金
鼠
姶
万
圓

一
金
診
万
千
圓

一
年
上
牟
季
實
際
報
告

　
　
負
債
義
務
二
局
ス
ル
分

　
　
　
　
　
　
　
株
　
　
　
金

　
　
　
　
　
　
　
積
立
金

一
金
気
万
千
五
百
戴
拾
七
圓
三
恰
三
銭
威
厘

一
金
鼠
万
四
百
三
恰
萱
圓
三
拾
五
鏡
四
厘

一
金
拾
四
万
千
八
百
五
拾
八
圓

一
金
九
万
五
千
七
百
圓
六
恰
四
銭
爪
厘

一
金
五
千
七
百
武
恰
四
圓
拾
五
鑓
五
厘

一
金
七
万
六
千
七
百
八
拾
六
圓
四
恰
鼠
鏡
蔵
厘

一
金
餓
万
五
千
七
拾
圓
四
拾
銭
三
厘

一
金
九
万
七
千
五
百
五
恰
四
圓
五
拾
踏
銭
威
厘

一
金
鼠
恰
万
九
千
五
百
七
拾
二
圓
六
拾
四
銭
九
厘

一
金
四
千
七
百
三
拾
二
圓
九
拾
銭
五
厘

一
金
豊
万
気
拾
七
圓

一
金
三
万
千
四
百
七
拾
九
圓
舐
恰
八
銭
七
厘

一
金
四
万
四
千
五
百
五
拾
瑚
鼠
拾
試
銭
八
厘

一
金
派
万
五
千
四
百
五
拾
九
圓
八
恰
六
銭
六
厘

一
金
一
†
百
六
恰
旧
五
圓
開
七
銭
八
厘

一
金
参
万
四
百
四
恰
興

創計

熾
S
七
万
参
千
七
恰
九
圓
八
拾
六
鈍
三
座

　
　
貸
　
　
　
　
方

一
金
一
二
恰
四
万
威
百
五
袷
五
圓
三
恰
九
銭
八
厘

一
金
六
万
一
十
五
百
一
黙
恰
胴
七
鮒
三
拾
「
二
鈍
鼠
庸
醍

一
金
賦
千
戴
百
八
恰
九
圓
三
恰
五
鈍
匹
運

一．

熕
@
拾
五
万
九
百
八
恰
鼠
剛
九
拾
七
鐘
四
幽

｝
金
碗
万
一
二
千
六
百
六
恰
旧
四
圓
四
恰
り
鑓
猷
趣

一
金
砥
万
八
千
威
百
六
恰
二
醐
七
恰
六
鈍
三
厘

一
金
七
万
九
千
六
百
鼠
恰
九
勘
八
恰
六
鎖
九
厘

一
金
三
万
八
千
百
恰
壷
闘
五
拾
鈍

一
金
八
千
九
百
四
圓
匹
恰
鼠
銭
八
厘

一
金
爪
万
六
千
八
百
恰
九
姻
九
拾
鏡
七
厘

一
金
五
千
七
百
匹
拾
四
馴
五
拾
鈍
燈
厘

一
魚
壷
万
一
二
千
三
｝
日
一
ハ
恰
爪
圓
八
恰
二
鏡
一
二
厘

一
金
威
百
鼠
拾
九
圓
八
恰
五
鈍
五
厘

一
金
気
拾
万
三
千
颪
召
九
恰
四
圓
七
拾
五
銭
七
厘

轟
雛
茄
韓
語
撚
謹
隈
誤
銭
七
厘

　
計
金
百
七
方
三
，
千
七
拾
九
圓
ハ
恰
六
銭
三
厘

紙
幣
消
却
元
資
積
立
金

紙
幣
消
却
預
ケ
金
・

翌
行
紙
幣

御
用
富
座
預
金

御
用
仕
携
送
金
手
形

國
廊
預
金

臼
木
銀
行
雑
勘
定

定
期
預
金

當
座
預
金

振
出
手
形

別
段
預
り
金

仕
携
送
金
手
形

他
店
ヨ
リ
償

當
牟
期
利
盆
金

前
牟
季
繰
越
高

全
滞
貸
幣
備

諸
公
債
証
沓

紙
幣
皿
消
却
元
資
預
ケ
金

紙
幣
消
却
預
ケ
金

貸
付
　
金

朗
限
過
貸
付
金

滞
貸
付
金

携
座
預
金
貸
越

割
引
手
形

荷
爲
換
手
形

他
店
へ
貸

地
所
家
作
土
蔵
及
什
器

質
物
流
レ
込
高

雑
　
勘
定

金
銀
有
高

一
金
壷
万
四
千
六
百
八
拾
九
即
七
拾
三
鍍
八
厘

一
金
壷
万
威
千
三
百
八
拾
鼠
圓
八
拾
九
銭
三
厘

一
企
五
千
九
百
五
圓
九
拾
三
鏡
六
厘

一
金
五
百
七
拾
七
圓
七
拾
五
鑓
盗
厘

一
金
三
千
百
圓
六
恰
九
鏡
八
厘

一
金
百
六
拾
三
圓
九
恰
三
銭
六
厘

鴨
金
診
拾
五
圓
七
拾
壷
鈍
九
厘

一
金
四
百
恰
三
圓
四
恰
鼠
磯
七
厘

一
金
鼠
百
拾
六
翻
九
拾
豊
銭
五
厘

一
金
百
五
拾
六
圓
六
銭
七
厘

纏
計
金
三
岬
刀
七
干
六
百
四
拾
三
圓
八
銭

　
　
金
五
干
九
百
四
拾
六
蜘
三
拾
八
鈍
七
趣

　
　
金
九
恰
八
翻
五
拾
戴
鏡
五
厘

　
　
∴
金
鳳
干
四
百
六
恰
九
副
六
恰
九
銭
九
厘

　
　
金
千
五
百
七
拾
阻
四
恰
銭
豊
厘

　
　
．
金
七
百
三
圓
九
姶
五
銭
武
厘

　
　
金
五
拾
「
二
幽
三
拾
ニ
ハ
鋳
コ
鳳
剛
内

　
　
金
干
三
百
囚
拾
凹
八
拾
八
銭
八
厘

利
　
　
息

公
償
証
轡
利
息

手
敷
科

割
　
　
料

公
債
証
磐
的
簸
盆

雑
　
　
盒

交
換
打
歩

公
債
証
轡
蝦
買
盆

雑
税
戻
シ
入

雑
費
戻
シ
入

利
　
　
息

手
゜
数
料

給
　
　
料
゜

旅
　
　
費

雑
　
　
税

菅
　
繕
費

雑
　
　
費

　
　
小
計
金
嶽
万
賦
千
百
八
姶
三
四
威
拾
豊
銃
四
厘

差
引
残

　
金
球
万
五
千
四
百
五
拾
九
圓
八
拾
六
銭
六
厘
　
　
　
泊
　
盆
　
金

愈
千
百
六
船
五
圓
七
銭
八
厘
　
　
　
　
璽
季
繰
越
高

金
三
万
四
百
四
箇
　
　
　
　
皐
朗
繰
越
滞
貸
準

合
計
金
五
万
七
干
六
拾
四
圓
九
拾
四
銭
四
厘

　
　
内

　
金
゜
五
百
幽
ハ
拾
帆
【

　
金
鼠
千
圓

　
金
午
七
百
拾
七
蹟
廿
恰
三
銭
武
厘

　
金
威
万
九
千
七
百
三
拾
翻

　
金
猷
千
圓

小
計
金
三
万
六
千
七
圓
七
拾
三
鏡
戴
厘

差
引

　
金
武
万
干
五
拾
七
凶
鼠
拾
査
鏡
威
厘

　
　
内

金
登
万
三
千
皿

廿
一
年
上
牟
季
鯉
行

紙
幣
消
却
元
資
積
立

滞
貸
金
消
却

滞
貸
準
備

役
員
賞
與
並
交
際
費

積
立
金

　
純
盆
金
ノ

　
三
割
余

割
賦
金

　
百
圓
二
付
六
胤
剛

　
五
恰
銭
ノ
割

後
孚
季
へ
繰
込
轟

bo
b



国立銀行r決算公（広）告』の系譜と課題（承前）（久野）

　明治十二年下半季実際報告は，明治十年六

月に改訂された「法定雛形」に準拠してい

る。ただ，横組と縦組の違いがあるだけであ

る。いずれも「利益金処分前貸借対照表」で

ある。

　明治十二年下半季利益金割合報告は，同様

に，先の「法定雛形」に準拠している。いず

れも「損益および利益金処分（提示）結合計算

書」である。

　「法定雛形」に準拠している第一国立銀行

の明治十年上半季・r両報告』　と，第十七国

立銀行の「明治十二年下半季・第五回」とを

比較して19頁・20頁に示そう。

　「明治十五年上半季・第十回」では，半季

実際報告の「損益勘定」が，「当半季利益金」

の報告について，「総益金」と「損失金」との

両建てになっている。珍しいケースである。

次のとおりである。

　借方　　損益勘定

　　　　　　　当半季総益金　55377・869

　　　　　　前半季繰越高　 448・946

　貸方　　損益勘定

　　　　　　当半季損失金　35098・262

　「明治十六年上半季・第十二回」では，こ

の両建てを廃して，もとにもどり次のように

なる。

借方　　損益勘定

　　　　　当半季利益金　17086・798

前半季繰越高
前半季繰越滞貸準備

　　　　　　小計

　612・384

　966・000

18665●182

　なお，この回では，「株主ヨリ借」が「株

主勘定」となっている。

　「明治二十年上半季・第二十回」では，一

転して，横組となった。21頁のとおりであ
る。

　「明治二十一年上半季・第二十二回」では，

22頁のように注目すぺき変化が起こる。この

季からは，大蔵省に提出する『両報告』の

「法定雛形」に準拠した様式をとりやめ，r決

算公（広）告』の様式を採用している。「借方

　負債義務二属スル分」・「貸方　資産権利二

属スル分」というタイトルを用い，また，科

目とその配列など，すべて公（広）告の様式で

ある。

　「明治二十三年下半季・第二十七回」では，

「借方　銀行負債義務二属スル分」・「貸方

銀行資産権利二属スル分」となった。「銀行」

の二字が加わっただけである。

　大蔵省に提出の『両報告』の「法定雛形」

に準拠した様式と『決算公（広）告』の様式と

が，相互に干渉する事無く別個に「並列」す

るのではなく，同一の銀行で時期的に交替し

て「直列」しているのである。典型的な「直

列型」（series　type）である。
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